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新型コロナウイルス感染症予防対策について

樹楽では、新型コロナウイルス感染症対策で当事業所において標準予防策（スタンダードプリコーション）
をはじめ衛生管理の徹底をおこない感染症予防に努めて参ります。

ご利用時

　　送迎車の乗車前に、本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、37.5度以上の発熱又は

　　風邪の症状、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が認められる場合には、ご利用を

　　お断りすることがございます。

　　ご利用をお断りさせていただいた場合、担当ケアマネジャーと連携を図り、必要な措置を講じます。

スタッフ
　　スタッフは出勤前・出勤時に体温を計測し、37.5度以上の発熱又は風邪の症状

　　強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が認められる場合には出勤を行いません。

　　可能な限りピーク時の電車通勤を避け、近隣の職員については自転車通勤を行います。

　　また、症状が2日程度続く場合は、各自治体の新型コロナ受診相談センター等にご相談致します。

サービス提供について　
　　季節イベントや行事等を見合わせ、規模を縮小して事業所内で実施するように致します。

事業所内への立ち入りについて
　　原則として、外部の方の立ち入りにつきましては、玄関までとさせて頂きます。
　　ご家族様の面会等につきましても、特別な事情が無い限りは同様とさせて頂きます。
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